
認知症は医療機関で相談することができます
物忘れかな?と気になった時は、診察で一時的な症状と区別したり
くわしい検査を受けることで、将来的な生活の困りごとに備えることができます。

連携

連携

連携

かかりつけ医

高齢者ご本人や
ご家族

認知症
サポート医

『まずはかかりつけ医に相談を』

『認知症サポート医とは』

・日常の健康管理などで気軽に相談できるか
かりつけ医が物忘れの相談にのっています。
・くわしい検査が必要な場合は適切な医療機
関や専門医を紹介します。

・認知症に関する相談・アドバイザー役としてかか
りつけ医や地域の相談窓口と連携しています。

・医療機関によっては認知症サポート医が診察
を担当している場合があります。

地域の相談窓口
（地域包括支援センター・
介護予防センター・
ケアマネジャーなど）


